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お知らせ

　

台
風
や
豪
雨
な
ど
に
よ
り
河
川
が
増
水

し
や
す
い
季
節
に
な
り
ま
し
た
。

　

震
災
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
那
珂
川
の

堤
防
な
ど
応
急
的
な
補
修
を
行
い
ま
し
た

が
、
地
表
か
ら
見
え
な
い
亀
裂
や
、
土
の
緩

み
が
あ
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　

大
雨
・
洪
水
に
は
例
年
以
上
の
警
戒
が

必
要
で
す
。

　

万
が
一
の
河
川
の
は
ん
ら
ん
に
備
え
て
、

普
段
か
ら
避
難
先
や
避
難
ル
ー
ト
を
、
市

役
所
が
作
成
し
て
い
る
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
堤
防
の
崩
れ
・
ひ
び
割
れ
・
漏

水
な
ど
を
発
見
さ
れ
ま
し
た
ら
、
次
の
い

ず
れ
か
へ
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

○
常
陸
河
川
国
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○
那
珂
川
上
流
出
張
所
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雨
量
・
水
位
情
報
に
つ
き
ま
し
て
は
、

次
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
電
話
応
答
装
置
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

○
常
陸
河
川
国
道
事
務
所

　
　
　

http://w
w
w
.ktr.m

lit.go.jp/

　
　
　

hitachi/index.htm

○
川
の
防
災
情
報

　
　
　

http://i.river. go.jp

○
雨
量
・
水
位
情
報
電
話
応
答
装
置
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■
問
い
合
わ
せ

　

国
土
交
通
省
常
陸
河
川
国
道
事
務
所
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○
道
路
敷
に
樹
木
が
張
り
出
し
て
い
ま
せ

　

ん
か
。

　

樹
木
が
車
道
や
歩
道
に
倒
れ
た
り
枝
が

　

折
れ
て
落
下
し
た
た
め
に
、
通
行
人
が

　

け
が
を
し
た
り
車
が
破
損
し
た
場
合
、

　

被
害
者
か
ら
損
害
賠
償
を
請
求
さ
れ
る

　

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

○
樹
木
を
適
切
に
管
理
し
て
い
ま
す
か
。  

　

樹
木
が
道
路
を
覆
っ
た
り
、
道
路
に
張

　

り
出
し
た
り
す
る
と
、
車
の
視
界
を
さ

　

え
ぎ
り
事
故
の
発
生
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

所
有
者
ま
た
は
管
理
者
の
方
に
は
樹
木

　

の
適
切
な
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
次
の
よ
う
な
行
為
は
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　

道
路
敷
に
看
板
や
の
ぼ
り
旗
な
ど
を
置

　

い
た
り
す
る
と
、
街
並
み
や
景
観
が
悪

　

化
す
る
だ
け
で
な
く
、
歩
行
者
や
車
の

　

通
行
の
さ
ま
た
げ
と
な
り
、
大
変
危
険

　

で
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

栃
木
県
大
田
原
土
木
事
務
所

　

管
理
課
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６
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保
全
第
一
課

　
　
　
（
２
３
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５
４
３

　

市
道
路
維
持
課
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２
３
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１
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ご
み
な
ど
の
野
外
焼
却
は
、
法
令
な
ど

（
廃
棄
物
処
理
法
･
悪
臭
防
止
法
・
栃
木

県
生
活
環
境
の
保
全
等
に
関
す
る
条
例
な

ど
）に
よ
り
、原
則
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

家
庭
か
ら
出
た
ご
み
・
植
木
の
せ
ん
定

枝
・
落
ち
葉
・
農
業
用
廃
材
な
ど
を
、
屋

外（
素
掘
り
の
穴
・
ド
ラ
ム
缶
・
簡
易
焼

却
炉
な
ど
）で
焼
却
す
る
こ
と
は
、
火
災
や

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
な
ど
の
有
害
物
質
の
発
生
、

さ
ら
に
は
節
電
対
策
の
た
め
窓
を
開
け
て

い
る
家
庭
へ
悪
影
響
を
及
ぼ
す
な
ど
周
辺

住
民
の
迷
惑
と
な
り
ま
す
。

　

廃
棄
物
処
理
法
で
は
、
廃
棄
物
を
焼
却

し
た
場
合
、「
５
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は

１
千
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
こ
れ
ら
の
併

科
」に
処
せ
ら
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
社
会
の
慣
習
上
や
む
を
得
な

い
場
合
、
ま
た
は
生
活
環
境
に
与
え
る
影

響
が
少
な
い
場
合
は
除
か
れ
ま
す
。

　

ご
み
は
、
市
の
指
定
袋
に
入
れ
て
、「
燃

や
せ
る
ご
み
」と
し
て
指
定
日
に
、
お
住
ま

い
の
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
お
出
し
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、せ
ん
定
し
た
枝
は
、収
集
車
に
入

る
大
き
さ（
50
㎝
程
度
）に
切
っ
て
、
束
ね

て
出
す
か
、黒
羽
地
区
の
亀
久
に
あ
り

ま
す「
緑
資
源
リ
サ
イ
ク
ル
施
設（
５
４
‐

０
９
２
１
）」に
直
接
搬
入
す
る
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

　

な
お
、
農
業
用
廃
材
に
つ
い
て
は
、
購
入

先
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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習
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域
の
生
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与
え
る
影
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廃
棄
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の
焼
却
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し
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定
め
る
も
の
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台
風
シ
ー
ズ
ン
を
迎
え
樹
木
の

適
切
な
管
理
を
お
ね
が
い
し
ま
す

野
外
焼
却
禁
止
の
お
知
ら
せ

国
土
交
通
省
常
陸
河
川
国
道

事
務
所
か
ら
の
お
知
ら
せ

台
風
・
洪
水
に
備
え
て

土
・
日
・
祝
日
・
夜
間
の
漏
水
、

水
道
工
事
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
は
、

「
大
田
原
管
工
事
工
業
協
同
組
合
」へ
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湯
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